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Ⅰ 基本方針 

 新型コロナウイルス感染症が世界中で猛威を振るい、収束が見通せないなか、社会・経済

も大変厳しい状況となっています。多くの方が経済的な困窮の状況に陥り、あるいは孤立す

る人々も増え続けており、一人ひとりの力では解決することが難しい深刻な問題となってい

ます。 

国においては、令和 3年 4月社会福祉法を改正し、地域共生社会の実現に向けて、相談支

援、参加支援、地域づくりの一体的な実施による重層的支援体制整備の構築が進められてい

ます。 

本会では、生活が困難な方を支援するため生活福祉資金の特例貸付や相談支援に取り組ん

できました。こうした経済情勢は今後も続くことが予想され、一層相談者と向き合った支援

をしていく必要があります。 

コロナ禍において地域では人と人との関わりが少なくなり、高齢者や障がいのある方はつ

ながりが失われ孤立する人も増えていくことが懸念されます。地域で住民同士が互いに支え

あう仕組みをつくり、課題を共有し解決を図る取り組みを進めることが必要です。  

令和２年に米子市と共同で策定した「米子市地域“つながる”福祉プラン」（米子市地域福

祉計画・地域福祉活動計画）を着実に実施し、誰もが人権を尊重され、地域のなかで孤立す

ることなく安心して暮らすことができるまちを目指し、地域住民や各種団体、行政と連携し、

地域の課題に取り組んでまいります。 

 

 

Ⅱ 重点目標 

 

１ 組織体制と財政基盤の強化 

  法人経営における透明性の向上、財務規律の強化を進め、役職員が連携して市民の信頼

に応える組織づくりを進めます。 

  また、職員が安心して働くことができる環境整備を行うとともに、計画的な研修や資格

取得の推進など人材の育成に努めていきます。 

財源を確保する取り組みでは、事業見直しや収益事業の実施、会員拡大、寄付金の受入

れを進めるとともに、本会の取組内容を周知し、福祉への理解や関心を促すよう情報発信

や分かりやすい広報に努めます。 

  

２ 地域福祉事業の推進 

 地域共生社会の実現のためには、地域に住む住民同士のつながりと支え合いの仕組みづ

くりが重要となります。「米子市地域“つながる”福祉プラン」（米子市地域福祉計画・地

域福祉活動計画）に基づき、地域の課題、住民のニーズに対応した地域福祉活動の推進を

図ります。 

 令和４年度より開始する重層的支援体制整備事業（米子市委託事業）について、各関係



機関、地域住民と協働し事業に取り組みます。 

３ 生活支援・総合相談事業の推進 

よなご暮らしサポートセンターでは、福祉課題を抱えた人々の相談窓口として様々な関

係機関と連携を取り、制度を横断しながら解決への道を模索し生活支援・総合相談支援事

業の推進を図ります。特にコロナ禍の影響で、潜在化していた相談ニーズが増えてきてお

り、今後も増加することが想定されるため、令和４年度創設の総合相談センターをはじめ

関係機関との一層の連携強化に努め個別支援の充実を図ります。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Ⅲ 具体的事業計画 

   事業・活動の内容 

 

１ 法人運営事業 

地域のニーズに対応し公益的な取組を行う社会福祉法人として適切な法人運営に努めます。

また、安定的な事業運営と財政の健全化を目指すとともに広報活動等による情報発信に努め

地域から信頼される組織づくりを進めます。 

（１）会議の開催 

  ①正副会長会の開催 

  ②理事会、評議員会の開催 

  ③監事会の開催 

 （２）苦情対応・解決 

   ①苦情解決第三者委員、苦情受付担当者、苦情解決責任者の配置 

   ②研修会への参加 

 （３）財源の確保 

    ・会員制度の周知と加入促進 

    ・公的、民間助成制度の活用 

    ・収益事業の実施（自動販売機設置） 

 （４）共同募金の実施  

    ・募金活動の充実と財源（配分金）確保 

 （５）広報活動の実施 

   ①会報「よなご社協だより」の発行（年４回発行） 

   ②ホームページによる情報発信 

 （６）福祉人材育成のための実習生の受け入れ 

   ①社会福祉士養成のための実習 

 （７）大会・研修会の開催及び参加 

   ①第 53 回米子市社会福祉大会の開催 

   ②米子市精霊会・流灯会の開催 

   ③米子市民余芸大会の共催 

   ④市、県、国及び県社協主催の大会・研修会への参加 

 （８）顕彰の実施  

   ①米子市社会福祉協議会長表彰並びに感謝状の贈呈 

   ②米子市及び県社協への候補者の推薦 

  

  



２ 地域福祉事業 

地域で起こる様々な福祉課題を解決していくためには、行政施策と合わせて地域福祉活動

による支援の仕組みづくりが必要となります。 

現在米子市では、各公民館単位にて地区社会福祉協議会を中心に地域福祉活動が展開され

ています。また小地域（自治会単位）においても課題の把握、解決を目的とした住民主体の

支え合い活動が実施されており、こうした活動を活性化するために地域住民、各福祉関係団

体や事業所との協働を進めます。 

 また「米子市地域福祉計画・地域福祉活動計画」にて掲げた基本目標を達成するために行

政と連携し、計画に示した具体的な活動の実践に取組みます。 

 

 （１）地域支援事業 

   ①重層的支援体制整備事業（市行政委託事業） 

   ②米子市地域福祉計画・地域福祉活動計画の進捗管理 

   ③地区版福祉のまちづくりプラン作成の推進 

   ④米子市社会福祉法人連絡会の開催 

   ⑤地域における福祉教育の推進 

   ⑥地域立子どもの遊び場の支援 

（２）小地域ネットワーク事業 

   ①在宅福祉員による見守り援助活動の推進 

   ②ふれあい・いきいきサロン活動の推進  

   ③支え愛マップづくり活動の推進  

（３）地区社協活動支援事業 

①地区社協活動財源の支援 

②地区社協への各種情報提供 

 

３ 生活支援・総合相談事業（よなご暮らしサポートセンター） 

コロナウイルスの影響により潜在的な生活困窮者の存在が浮き彫りになり、貧困、虐待、

引きこもりなど見えにくかった社会的課題が浮き彫りになりました。 

生活福祉資金コロナ特例貸付が２年経過し、益々、複雑で困難な相談が寄せられるように

なってきています。 

「よなご暮らしサポートセンター」では、様々な福祉課題を抱えた人々の相談窓口として、

専門職による相談体制の強化を図り、個々の人々が抱える福祉課題について、制度を横断し

ながら解決への道を模索し、社会的孤立を防ぐ、個別・生活支援を推進します。 

特に令和４年度から設置される総合相談センターとも密に連携を図り、個別支援の充実を

図ります。 

 生活困窮者自立相談支援事業は、新たな生活困窮者の支援を公的機関だけではなく地域の

社会資源などの様々な関係機関と連携しながら展開していきます。 

日常生活自立支援事業は金銭管理などのサポートを通じ、安心して日常生活が送れるよう

支援し、成年後見人制度との連携を図ります。 

 

 



 （１）生活困窮者自立相談支援事業の実施（市行政委託事業） 

   ①自立にむけた相談支援の展開 

   ②就労活動の支援 

   ③自立支援計画の作成 

   ④支援調整会議の開催(毎月１回) 

   ⑤支援ネットワーク会議の開催 

（２）日常生活自立支援事業の実施（県社協委託事業） 

   ①福祉サービス利用援助      

   ②日常的金銭管理サービス      

   ③書類など預かりサービス 

   ④内部審査会の開催（毎月１回） 

   ⑤契約締結審査会への参加（随時） 

   ⑥生活支援員の養成 

（３）生計困難者に対する相談支援事業（えんくるり事業） 

   ①総合相談・支援事業の実施 

   ②個別支援会議の開催 

   ③社会資源開発事業 

 （４）資金貸付事業の実施 

   ①生活福祉資金貸付事業の実施（県社協委託事業） 

    ・福祉資金      

    ・教育支援資金     

    ・総合支援資金 

    ・不動産担保型生活資金 

②生活保護申請世帯一時貸付金事業（たすけあい金行）の実施 

 （５）総合相談事業の実施 

   ①一般相談の実施 

 （６）フードパートナー事業の実施 

   ①生活困窮世帯への食料等の支援 

 

４ ボランティアセンター事業（市行政委託事業） 

 ボランティア活動の拠点として、市民のボランティアに対する理解と関心を深めるため、

活動に必要な情報の収集・提供及び各種講座の開催を行い、コーディネート機能の充実とボ

ランティアの育成や活動の支援を推進します。災害ボランティアセンターの運営マニュアル

策定や、米子市と災害時の連携に関わる協議を進めていきます。 

 また、福祉教育では米子市小・中・特別支援学校福祉教育研究協議会と連携して、各学校

において児童・生徒に対し、福祉のこころを育てる教育の実践を推進します。 

 （１）ボランティアセンター事業の運営（市行政委託事業） 

   ①ボランティア活動の相談及び調整 

   ②各種ボランティア講座の開催 

    ・レクリエーション講座（４回） 

・ボランティア入門講座（５回） 



    ・ミニぼらんてぃあ祭（米子市ボランティア協議会と共催） 

    ・米子市福祉のつどい～1000人ウォーク～ 

    （米子市・米子市ボランティア協議会主催、米子市社協共催） 

   ③ボランティア活動保険、ボランティア行事保険の手続き 

④ボランティアセンター研修室等の管理運営 

⑤各種ボランティア活動機材の貸出 

   ⑥「ぼらんてぃあ情報」の発行 

（年６回発行、米子市ボランティア協議会との共同発行） 

 （２）介護支援ボランティア事業（市行政委託事業） 

   ①高齢者ボランティア活動者の登録、手帳の交付 

   ②高齢者ボランティア活動の相談及び調整 

 （３）災害ボランティアセンターの運営準備 

   ①災害ボランティアセンター運営マニュアルの整備 

（４）学校での福祉教育の推進 

   ①福祉教育推進校育成助成（小学校：２３校、中学校：１１校、特別支援学校：２校） 

   ②福祉教育推進研究協議会の開催（年１回） 

   ③福祉教育実践記録集の発行・配布 

   ④図書贈呈事業（令和元年度～4年度、今年度は小中学校７校） 

 

５ ファミリー･サポート･センター事業（市行政委託事業） 

米子市内に居住している者（依頼会員は在勤者も含む）を対象とし、育児の援助を行いた

い者（援助・両方会員）と育児の援助を受けたい者（依頼・両方会員）を会員として組織化

し、保護者が子どもを育てやすい環境を整備するとともに、地域における子育て支援を推進

します。 

 （１）ファミリー･サポート･センターの運営 

   ①会員募集及び登録 

    ・依頼会員登録説明会（年６０～７０回） 

    ・援助会員養成講習会（年２回） 

    ・会報誌の作成及び配布（年２回） 

   ②会員の育成や交流を目的とする会の開催 

    ・緊急救命講習及び事故防止に関する講習（年 2 回） 

・フォローアップ講習会（年１～２回）  

    ・会員交流会（年２回） 

   ③サブリーダーの選任及び育成指導 

    ・アドバイザー、サブリーダー連絡調整会（年１０回） 

   ④会員相互の援助活動の調整 

    ・依頼（両方）会員、援助（両方）会員のマッチング 

   ⑤他のファミリー･サポート･センター及び関係機関との連絡調整 

    ・（女性労働協会主催）全国交流会、アドバイザー研修会への参加 

 

 



６ 福祉バス運行事業 

市内の高齢者の社会参加の促進と福祉団体の研修・大会等への参加を通じて研鑚を積む

ことで活動の活性化を図り、福祉の向上を目的として運行します。また、運行にあたって

は、新型コロナウイルス感染症への防止対策を図ってまいります。 

 （１）老人福祉バスの運行（市行政委託事業） 

 （２）社会福祉バスの運行 

 

７ 福祉団体等への支援・協力 

 各種募金団体の事務を行い、米子市の福祉活動の財源を確保するとともに市内の福祉団体

の事務局運営ならびに活動助成を行うことで、自立を促します。そして協力体制により誰も

が暮らしやすいまちづくりのために協働を推し進めます。 

（１）募金団体の事務局運営 

   ①米子市共同募金委員会（１０月募金実施） 

   ②日本赤十字社米子市地区（６月募金実施） 

   ③米子地区更生保護協力会（８月募金実施） 

 （２）福祉団体の事務局運営と活動への支援 

   ①福祉団体の事務局運営及び活動助成 ９団体 

    ・米子市老人クラブ連合会 

    ・米子市肢体不自由児父母の会 

    ・米子市手をつなぐ育成会 

    ・米子市身体障害者福祉協会 

    ・米子市連合母子会 

    ・米子市遺族会 

    ・米子更生保護女性会 

    ・米子市地区社会福祉協議会長連絡会 

    ・米子市ボランティア協議会 

   ②福祉団体等の活動助成  ５団体 

    ・米子市民生児童委員協議会 

    ・米子市連合婦人会 

    ・鳥取県視覚障害者福祉協会西部支部 

    ・米子保護区保護司会 

    ・青少年育成米子市民会議 

 

 


